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令和６年函審第２号 

裁    決 

交通船Ａ乗揚事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海）（履歴限定） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官髙木省吾出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａの三級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年９月１日１６時２８分半僅か前 

 北海道石狩湾港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 交通船Ａ 

  総 ト ン 数 １１３トン 

  全 長 ２６.３０メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出 力 １,７９０キロワット 
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３ 事実の経過 

Ａは、洋上風力発電施設の整備工事に従事し、２機２軸２舵を有す

る船尾船橋型軽合金製交通船兼作業船で、船橋の操舵室前部中央やや

右舷側に操縦席、その右手側肘掛けに舵操作レバー及びジョイスティ

ック、同席左手側肘掛けに機関遠隔操作レバー、操縦席前方にＧＰＳ

プロッター及びレーダー各２台を装備し、ａ受審人ほか２人が乗り組

み、作業員６人を乗せ、同員移送の目的で、船首１.５メートル船尾

２.２メートルの喫水をもって、令和５年９月１日０７時３０分石狩

湾港を発し、同港の北防波堤西方沖合の風力タービン施設に向かった。 

ところで、石狩湾港は、石狩湾に面し、岸線から約１,０００メー

トル西方に、周囲に消波ブロックが設置され、岸線に沿ってほぼ南北

方向へ延びる長さ約４,５００メートルの北防波堤が築造されており、

その北端に石狩湾港北防波堤北灯台（以下「石狩北灯台」という。）

が設置されていて、北防波堤の西方沖合に発電用の風力タービン施設

１４基が２列にわたって設置されていた。 

また、ａ受審人は、発航前の８月３０日及び翌３１日が休暇であり、

両日共８時間以上の睡眠を確保しており、発航日の睡眠時間が約６時

間であったものの、安眠できていて疲れ等もなく、睡眠不足の状態で

はなかった。 

発航に先立ち、ａ受審人は、操舵室に装備された船橋航海当直警報

装置（以下「当直警報装置」という。）が、センサーによって当直者

の動きを感知するものではなく、設定した時間内にリセットボタンを

押さないと警報が作動するもので、入出航作業や作業員を風力タービ

ン施設に移送させている最中に警報音が鳴ることがあることから、当

直警報装置を作動させなかった。 

ａ受審人は、０７時４６分北防波堤西方沖合のＩＳ１０３と称され
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る風力タービン施設（以下「１０３風車」という。）に作業員２人、

０８時０２分１０３風車北東方のＩＳ１０４と称される風力タービン

施設（以下「１０４風車」という。）に作業員４人をそれぞれ移送さ

せて付近海域で漂泊して待機し、１４時３９分１０３風車から作業員

２人を収容したのち、１０４風車から作業員を収容するためにその付

近に移動して漂泊を始めたものの、風によって圧流されるので、潮上

りを繰り返しながら漂泊を続けた。 

ａ受審人は、１０４風車から離れたので再度潮上りを行うこととし、

１６時２２分漂泊を中断して発進し、操縦席に腰を掛けた姿勢で単独

の操船に当たって南下を始め、１６時２３分半僅か過ぎ石狩北灯台か

ら２２６度（真方位、以下同じ。）１.９海里の地点で、針路を  

１４０度に定め、４.７ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、

手動操舵によって進行した。 

１６時２４分半僅か過ぎａ受審人は、石狩北灯台から２２４度  

１.９海里の地点に達したとき、周囲に船舶がいなかったことから、

気が緩んで眠気を催し、同じ姿勢で操船を続けると居眠りに陥るおそ

れがあったが、それほど強い眠気ではなく、手動操舵を行っていたの

で、まさか居眠りに陥ることはないと思い、立った姿勢で操船するな

ど、居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった。 

こうして、ａ受審人は、間もなく居眠りに陥り、北防波堤に向首し

たまま続航し、１６時２８分半僅か前石狩北灯台から２１４度１.９

海里の地点において、Ａは、原針路及び原速力で、北防波堤の消波ブ

ロックに乗り揚げた。 

当時、天候は雨で風力４の南東風が吹き、潮候はほぼ高潮時にあた

り、視界は良好であった。 

乗揚の結果、船首船底外板に亀裂等を生じた。 
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（原因及び受審人の行為） 

 本件乗揚は、石狩湾港において、潮上りのために航行中、当直警報装

置を作動させなかったばかりか、居眠り運航の防止措置が不十分で、北

防波堤に向首進行したことによって発生したものである。 

 ａ受審人は、石狩湾港において、潮上りのために操縦席に腰を掛けた

姿勢で単独の操船に当たって航行中、周囲に船舶がいなかったことから

気が緩んで眠気を催した場合、同じ姿勢で操船を続けると居眠りに陥る

おそれがあったから、居眠り運航とならないよう、立った姿勢で操船す

るなど、居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。し

かるに、同人は、それほど強い眠気ではなく、手動操舵を行っていたの

で、まさか居眠りに陥ることはないと思い、居眠り運航の防止措置を十

分にとらなかった職務上の過失により、間もなく居眠りに陥り、北防波

堤に向首進行して消波ブロックへの乗揚を招き、船体に損傷を生じさせ

るに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の三級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和６年５月２８日 

     函館地方海難審判所 

          審 判 官  米  倉     毅 


